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No. 62. デジタル・ガバメントの推進によるオンライン在留申請手続の利便性向上

＜要望内容・要望理由＞
デジタル・ガバメントを推進するためには、単に行政手続をオンライン化するだけではなく、政府に提出した手続等の情報が、適切に
政府内で共有されることが必須である。また、オンライン入力の負担軽減も利用者の利便性向上に欠かせない視点である。

こうした中、在留申請手続のオンライン化が導入されたが、エクセル・PDFで作られた様式に入力してアップロードする必要があると
ともに、（押印が求められる場合は）印刷した申請書等に押印をした上で、スキャンすることが必要となり、デジタル・ガバメント推
進の本来の趣旨に沿った手続となっていない。なお、スキャンされた書類をアップロードするアナログ的な手続ではなく、デジタル
データで送信するシステムにすれば、将来的にはAI等が申請を一次スクリーニングすることも可能となる。例えば特定技能の許可申請
には1申請につき約130枚の提出書類が必要とされており、書類作成の負担を減らしつつ、不正な申請や記載ミスをAI等が短時間で見抜
くことで許可決定の処理スピードの向上も期待できる。また、コロナの拡大が懸念される中、窓口申請からオンライン申請に手続を移
行することは、申請者、受理者双方にとっても感染リスクを軽減する上で効果が期待できる。

そこで、(1)オンライン申請システムをAPI開放し、民間企業が開発している在留申請書類作成ツールとAPI連携できるようにすべきであ
る（イメージとしては、宿泊予約サイトのように、必要事項を入力したり、設問に答えたりすることで、申請書類が完成するツールを
想定している。これにより各指定様式に一か所ずつ名前等の必要事項を入力するのに比べ、書類作成負担が大きく減るとともに、必須
記載項目が欠けている場合は送信できないため、受理側の確認負担も減る）、
(2)骨太の方針2020で「すべての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう
見直す」としている通り、押印が必要な個所を全廃すべきである、
(3)外国人本人に関する情報は、マイナンバー等と連携させることで、添付書類等を減らすべきである。また、法人情報等は、GビズID
（経済産業省が提供する複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システム）と連携させることで添付
書類の削減を可能とすべきである。
出入国管理庁は、外国人受入に関する総合調整等を政府として一体的かつ効率的に取り組む機関として発足した。これまで法務省内で
完結していた在留申請手続をさらに発展させ、政府内で情報を共有する制度にすることで、申請・審査に係る手続の迅速化、簡素化が
進むとともに、一体的な出入国在留管理につながることが期待される。

改訂 Society 5.0の実現に向けた規制・制度改革に関する提言－2020年度経団連規制改革要望－（2020年10月13日）より
一般社団法人日本経済団体連合会

具体事例①
P-3～23

１．一般社団法人日本経済団体連合会の提言について

P-２

具体事例②
P-24

具体事例③
P-25～26

具体事例④
P-27
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特定技能申請書
受入企業：素形材産業分野 中堅E社
外国人：インドネシア人（1名）

1人分申請の厚さ 1人申請分の厚さ（約19㎜） 5人分の申請時は総重量5㎏前後。
（鞄重量、私物等を含め）

具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例

1人申請分の重量（632ℊ）

申請書類の頭に付ける
『提出書類一覧チェック表』
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DX化により必要なくなります



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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提出書類一覧
チェック表

【全業種共通】
（２/４）



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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提出書類一覧
チェック表

【全業種共通】
（４/４）



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・介護（左）
・飲食料品製造（右）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・産業機械産業（左）
・外食（右）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・ビルクリーニング（左）
・素形材産業（右）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・農業（２/５）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・農業（４/５）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・農業（５/５）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・電気・電子情報関連産業（左）
・建設（右）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・造船・船舶工業（左）
・自働車整備（右）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例

Copyright© The Japan Association for the Employment of Foreign Nationals All Rights Reserved P-１４

・航空（左）
・宿泊（右）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・漁業（２/５）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・漁業（４/５）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・漁業（５/５）

提出書類一覧
チェック表
【業種別】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・登録支援機関用（２/５）

【定期報告書】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・登録支援機関用（４/５）

【定期報告書】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・登録支援機関用（５/５）

【定期報告書】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例

Copyright© The Japan Association for the Employment of Foreign Nationals All Rights Reserved P-２１

・受入機関用（２/６）

【定期報告書】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・受入機関用（４/６）

【定期報告書】



具体事例①：提出書類（1申請あたり）事例
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・受入機関用（６/６）

【定期報告書】



■東京出入国在留管理局公式ツイッター■朝日新聞記事より ■日経新聞記事より

具体事例②：窓口申請の状況事例
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具体事例③-1：民間企業の在留資格申請書類作成ツール事例

P-２５

※サービス提供会社：株式会社Next Innovation
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具体事例③-2：民間企業の在留資格申請書類作成ツール事例

P-２６

※サービス提供会社：株式会社Next Innovation
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具体事例④：DX化により削減可能な外国人と法人の添付書類事例

【外国人】
1.申請人の個人住民税の課税証明書
2.申請人の住民税の納税証明書
3.申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
4.申請人の国民健康保険被保険者証の写し
5.申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
6.申請人の国民年金保険料領収証書の写し、または、申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。）

【個人事業主 ※個人事業主なのでマイナンバーと連携】
1.個人事業主の住民票の写し
2.労働保険料等納付証明書(未納 なし証明)
3.社会保険料納入状況回答票又は 健康保険・厚生年金保険料領収 証書の写し
4.個人事業主の国民健康保険被保 険者証の写し
5.個人事業主の国民健康保険料 (税)納付証明書
6.個人事業主の国民年金保険料領 収証書の写し又は被保険者記録 照会(納付Ⅱ)
7.個人事業主の税務署発行の納税証明書(その３)
8.個人事業主の個人住民税の市町 村発行の納税証明書

【法人】
1.登記事項証明書
2.業務執行に関与する役員の住民票の写し
3.労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
4.社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
5.税務署発行の納税証明書(その３)
6.法人住民税の市町村発行の納税証明書

■マイナンバー連携により削減可能な添付書類

■GビズID及びマイナンバー連携により削減可能な添付書類

P-２７

付箋：添付書類
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２-①．法務省「オンライン利用率引上げの基本計画」について

そもそも利用申し込みのた
めの申請書類数が多く、且
つ入管に赴くことになって
いるため利用しない。
⇒事例（P-31～32)

令和5年度3月末までを要望
します。

令和4年度3月末までを要望
します。
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利用を継続するためのスパ
ンが短く、１企業あたりの
年間の申請件数が少ないた
め（外国人労働者の就労先
は中小企業が多く1社あた
り3名以下が多い）、窓口
申請の方が楽だと感じられ
ます。一度利用申請してか
ら利用期間（更新手続）を
少なくとも3年以上（申請
取次資格者と同様）を要望
します。



２-②．法務省「オンライン利用率引上げの基本計画」について

オンライン添付不可の提出書
類が残ることにより、 オン
ライン申請を利用しないこと
が想定できる。
添付データの容量（10MB/1
申請）が引き上げられなけれ
ば難しい。（現状の指定添付
提出資料だと45MB/1申請ま
での容量が必要）

QRコードやバーコードによる
コンビニ等での決済が可能
（印紙貼付の廃止）な仕組み
をスコープに入れて頂きたい。

令和4年度3月末までを要望し
ます。

令和5年度3月末までを要望し
ます。
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２-③．法務省「オンライン利用率引上げの基本計画」について

書類や帳票のアップデー
トは事前予告を含め、民
間企業との連携を強く要
求いたします。

令和3年度中から開始し令
和4年3月までに固めるこ
とが可能と考えます。

令和4年3月末までを要望
します。

令和5年3月末までを要望
します。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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事例：オンラインシステム利用申し込みに必要な提出書類（新規申し込み）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

在留申請オンラインシステム利用申し込み（新規用）
【提出書類一覧チェック表】
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

在留申請オンラインシステム利用申し込み（定期報告用）
【提出書類一覧チェック表】

事例：オンラインシステム利用申し込みに必要な提出書類（定期報告）



幣協会会員（行政書士、弁護士、外国人材サービス会社、登録支援機関、受入企業等）に対し、在留手
続きに関する各種フィードバックを収集したところ、DX関連に限らず全般的に『そもそも現状の仕組み
やフロー等が、非効率なものが多い』という意見がありました。

例（会員弁護士・行政書士の意見より）
他の行政・司法手続の場合は、一度代理権を付与された以降、一つ一つの書類ごとに個別に署名を必要と
しない行政・司法の手続が多い中、在留諸申請においては、毎回、申請人と所属機関（受入企業）の署名
が必要なのは非効率。申請人、所属機関双方からの委任状がある場合、申請書における署名は無くして良
いと思います。たとえば、4,000円の印紙を貼るだけの手数料納付書に毎回署名を求める必要は無いと思い
ます。

弊協会としては今後、入管職員、行政書士、人材サービス業界、登録支援機関、受入企業の代表者によ
る議論を行うことにより、行政サービスの改善に繋げて行きたいと考え、定期的な会合の開催を要望致
します。

３．外国人雇用協議会からの要望
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